
公立学校共済組合 
掛金について 



第３９条 
 

  職員となつた者は、その職員となつ

た日から、それぞれ第三条第一項各号又

は第二項に規定する組合の組合員の資

格を取得する。 

【根拠】 地方公務員等共済組合法 



第３条 

  次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各号

に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公

務員共済組合…を設ける。  

 第２号 

 公立学校の職員並びに都道府県教育委員会 

 及びその所管に属する教育機関（公立学校を 

 除く。）の職員 
            公立学校共済組合  

 



第３９条第２項 
 
 

組合員は、死亡したとき、 
又は退職したときは、 
その翌日から 
組合員の資格を喪失する。  



第１１４条  
 

掛金は、組合員の資格を取得した日の属する月に
その資格を喪失したときを除き、組合員の 
 

資格を取得した日の属する月から 

その資格を喪失した日の属する月
の前月までの各月…につき、 
 

徴収するものとする。  



平成２７年４月３０日 就職 
        ＝資格を取得した日 

 徴収する 

掛金は… 

５月分 ４月分 ６月分 

平成２７年６月１４日 退職 
    ⇒翌日が資格を喪失した日 

 徴収する  徴収しない 



平成２７年４月 １日 就職 
平成２７年４月２８日 退職 

 徴収する 

掛金は… 

４月分 

「組合員の資格を取得した日の属する月に 
その資格を喪失したときを  除き」 



第１１５条  
 

 組合員の給与支給機関は、 

毎月、給料その他の給与を支給する際 

組合員の給与から掛金に相当する金額

を控除して、 

これを組合員に代わつて組合に
払い込まなければならない。  



第１１５条 第３項 

 組合員は、給料その他の給与の全部

又は一部の支給を受けないことに

より、前二項の規定による掛金に相当す

る金額の全部又は一部の控除及び払

込みが行なわれないときは 



第１１５条 第３項 

 政令で定めるところにより、その控除が

行なわれるべき毎月の末日までに、

その払い込まれるべき掛金に相当す

る金額を組合に払い込まなければ

ならない。  



「給料その他の給与の全部又は 
一部の支給を受けないとき」の例 

① 在外教育施設派遣 

② 配偶者同行休業 

③ 病気休職１年超 

④ 大学院就学休業 

⑤ 専従休職 

⑥ 育児休業   など 



１ 病気休職１年超 

給与が支給されません 
が 

掛金は納入する 
必要があります 

病気休職１年目 給与：８割支給 
病気休職が１年を超えると 



給料等が支給されない 
⇒掛金を控除できない 

＝「ヒケズ」 

ヒケズリスト 

所属所に納付書が納品されます 



２ 配偶者同行休業 

①配偶者の外国滞在理由 
  ・外国での勤務 

  ・外国の大学で外国に所在するものに 

   修学する など 

 

②３年を超えない範囲内 
 

平成２７年４月１日から導入された制度 



配偶者同行休業期間中 
は 

給与が支給されません 
が 

掛金は納入する 
必要があります 



海外に滞在される方については、 

共済組合からご案内する事項が 

あります 
 

配偶者同行休業の対象者が出ましたら、 

事前に 

公立学校共済組合東京支部まで 

御連絡ください 



①育児休業掛金免除 

【掛金免除】 

※ ３歳に満たない子を養育している場合、長期掛金に適用されます 

   いずれも標準報酬制移行後、掛金免除はなくなります 

④産前産後休業掛金免除 

②育児部分休業掛金免除※ 

③育児短時間勤務掛金免除※ 



産前産後休業 
掛金免除について 

福利厚生課経理係  

      佐々木稔章 



産前産後休業掛金免除 
産前産後休業（産前６週間（多胎妊娠

の場合１４週間）及び産後８週間）を取

得している組合員が申出をした場合、

その期間中の掛金は徴収しない。 

※免除期間は掛金を支払ったものとしてみなします 

（平成２６年４月１日施行） 

 

 



地方公務員等共済組合法 

産前産後休業をしている組合員が組合に申

出をしたときは、第114条の規定にかかわらず、その産

前産後休業を開始した日の属する月からそ

の産前産後休業が終了する日の翌日の属

する月の前月までの期間に係る掛金は、徴

収しない。 

第114条の２の２ 



産前産後休業が開始した日の属する
月から終了する日の翌日の属する月
の前月までの期間に係る掛金は、徴
収しない。 
 予定日（当初）  

５月５日 
出産日 
５月４日 

掛金免除
期間 

３月２５日から 
     ６月３０日 

３月２４日から 
     ６月２９日 

掛金免除月 ３月から６月まで ３月から５月まで 

単胎の場合（産前６週、産後８週の場合） 



職員の勤務時間、休日、休暇等に 
関する条例施行規則 

第１７条 

妊娠出産休暇は女性職員に対し、その妊
娠中及び出産後を通じて１６週間
（多胎の場合にあっては、２４週間）以内
の引き続く休養として与える休暇 
とする。 



注意点 
 

都条例では妊娠出産休暇期間が 

１６週間（２４週間） 

共済掛金の免除対象となる期間は 

産前６週、産後８週 

合計１４週間 
※単胎の場合 



産前８週 産後８週 

５/５ ６/３０ 

さ ６月 

出産予定日 

育休 

さ ７月 

３/２５ ７/１ 

育休掛金免除    産休掛金免除 

免除期間 
産後８週 

対象外 
免除期間 
産前６週 

３/１１ 

産休免除 
育休免除 

３月 さ ４月 さ ５月 



出産日 

育休 

   産休掛金免除 

３/１１ 

３月 さ ４月 さ ５月 さ ６月 さ ７月 

育休掛金免除 

産前８週 産後８週 
免除期間 
産後８週 

対象外 
免除期間 
産前６週 

５/４ ６/２９ ３/２４ ７/１ 

掛金徴収 

産休免除 
育休免除 



産休掛金免除 

育休 

３月 さ ４月 さ ５月 さ ６月 さ ７月 

産前８週 産後８週 
免除期間 
産後８週 

対象外 
免除期間 
産前６週 

５/２０ ７/１５ ４/９ ７/１６ 

産休免除 
育休免除 出産予定日 

３/２６ 

育休掛金免除 



育休掛金免除    産休掛金免除 

出産日 

育休 

３月 さ ４月 さ ５月 さ ６月 さ ７月 

産前８週 産後８週 
免除期間 
産後８週 

対象外 
免除期間 
産前６週 

３/２６ ５/１０ ７/５ ３/３０ ７/１６ 

産休免除 
育休免除 

掛金還付 



組合員の申出により、掛金を免除 

「産前産後休業掛金免除申出書
（当初・出産後）」の提出 

１回目：産前産後休業に入る前に 

２回目：出産後 
 

※申出書の提出するだけではなく、 

  教職員給与システム（学校電算）  

  の入力も必ず行ってください。 



 

 

 

当初と出産後 
それぞれ２回 
提出してください 

［用紙No.産休1］

（　当初　・　出産後　）

組 合 員 氏 名
組合員証

生　年　月　日
番号

所　属　所　名

　 出産予定日

　 妊娠出産休暇
開始日

　 承認期間（※１）
終了日

　 出　産　日

　 妊娠出産休暇
開始日

　 承認期間（※１）
終了日

出産（予定）種別

　上記の期間について、妊娠出産の休暇を取得していますので、地方公務員等共済

組合法第１１４条の２の２の規定により、産前産後休業期間（※２）に係る掛金免除を

申し出ます。

　公立学校共済組合東京支部長　殿

　平成　２６　年　１２　月　１１　日

申出者 住所　新宿区西新宿２－８－１

氏名　公立　花子 印

　　

　上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

　平成　２６　年　１２　月　１２　日

所属所長 職名　東京都立共済高等学校長

氏名　　東　京　　都　子 印

【電話番号】　０３　－　１２３４　－　５６７８

　（※１）妊娠又は出産に関する事由を理由として承認された休暇の期間を記入してください。

　（※２）産前産後休業期間に係る掛金の免除期間は、出産の日（出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日）

　　　　　以前４２日（多胎妊娠の場合にあっては、９８日）から出産の日後５６日までの間において妊娠又は出産に関する

　　　　　事由を理由として勤務に服さない期間です。（平成２６年４月１日から施行）

〔添付書類〕　（１）マスターカードの写し又は妊娠出産休暇承認期間のわかる書類の写し

　　　　　　　（２）母子健康手帳など、多胎妊娠の有無・出産予定日・出産日がわかる書類の写し

〔提出先〕　　公立学校共済組合東京支部福利厚生課経理係　（０３－５３２０－６８２２）

平成　２７　年　　２　月　１１　日

平成　　　　年　　　　月　　　　日

平成　　　　年　　　　月　　　　日

当
初

出
産
後

【担当者名】　新宿　太郎

産前産後休業掛金免除申出書

昭和５７年　３月　３日

平成　２６　年　１２　月　１８　日

公立　花子

東京都立共済高等学校

０７６５４３２１

単　胎　　・　　多　胎

平成　　　　年　　　　月　　　　日

平成　２７　年　　４　月　　８　日

公
立

共
済
高

等
学
校

長
之
印

記入例１

[添付書類] 
（１）妊娠出産休暇
承認期間のわかる
書類の写し 

（２）出産予定日 
出産日のわかる 
書類の写し 



【電話番号】　　　　－　　　　　　－　　　　　

　（※１）妊娠又は出産に関する事由を理由として承認された休暇の期間を記入してください。

　（※２）産前産後休業期間に係る掛金の免除期間は、出産の日（出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日）

　　　　　以前４２日（多胎妊娠の場合にあっては、９８日）から出産の日後５６日までの間において妊娠又は出産に関する

　　　　　事由を理由として勤務に服さない期間です。（平成２６年４月１日から施行）

〔添付書類〕　（１）マスターカードの写し又は妊娠出産休暇承認期間のわかる書類の写し

　　　　　　　（２）母子健康手帳など、多胎妊娠の有無・出産予定日・出産日がわかる書類の写し

〔提出先〕　　公立学校共済組合東京支部福利厚生課経理係　（０３－５３２０－６８２２）

【担当者名】　

        多胎の有無 出産日のわかる書類の写し 
    妊娠出産休暇承認期間のわかる書類の写し   

出
産
後 

     多胎の有無  出産予定日のわかる書類の写し 
   妊娠出産休暇承認期間のわかる書類の写し    
当
初 



添付書類 
（１）マスターカードの写し又は妊娠出
産休暇承認期間のわかる書類の写し 
→マスターカード（基本報告書）、休暇・職
免等処理簿、出勤簿 

（２）母子健康手帳など、多胎妊娠の
有無・出産予定日・出産日のわかる
書類の写し 
→母子手帳、妊娠証明書、診断書、受診
票、出産費用明細書 










